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養父市”初”テーマ指定の提案型市民協働事業 

市民活動団体からの提案事業を募集 
 

 
養父市では、市民活動の専門性や柔軟性をいかした公益的な事業の提案を公募し、市民活動団

体と市が協力して、対等な関係で事業を実施することで課題解決を目指す提案型市民協働事業を
2014年から実施しています。 
今回、養父市で初の試みとして、市の指定するテーマ『趣味を通じた若者の出会い創造事業』に沿っ

た提案事業を2026年 5月 8日（金）までの間、募集します。養父市の抱える少子化問題の解決
を目指し、婚姻数の増加や若者の定住意識の確立を目標に、市民活動団体と市が協働し実施する
ものです。 

 
【経緯】 

少子高齢化や過疎化の進行などによる社会経済状況の変化に伴い、現在の地域社会が抱える公共
的な課題は多岐にわたっています。 

複雑化した地域課題や市民ニーズに対して、今までどおりの行政組織の体制だけでは対応できないこと
が多くなってきています。 
一方で市民活動団体は、市にはないノウハウや独自のネットワークなどを持ち、市民の視点で課題に柔

軟に対応するなど、地域を担う主体として大きな役割を果たしています。 
そこで、地域の現状や課題を把握している市民活動団体から事業提案をいただき、養父市と協働で事

業を行うことで地域課題等の効果的・効率的な解決を図るため「提案型市民協働事業」を実施していま
す。 

 

【事業の概要】 
令和 8年度の事業テーマ 『趣味を通じた若者の出会い創造事業』 
スポーツやペット、音楽など趣味を共通点とした交流イベントを実施。若者同士が知り合う機会をつく

り、若者の定住意識の向上や新たな出会いの場の創出を目的としたもの。 
  

条 件 
 

(1)イベントには男女がそれぞれ５名以上参加すること。 
(2)参加対象年齢はおおむね 35歳までとすること。 
(3)単発のイベントのみとならないよう工夫すること。 
(4)市指定の KPI 達成を目指すこと。 
(5)その他、提案書の作成にあたっては事前に市の協働担当課へ相談すること。 
 

事 業 費 10 万円以上の事業が対象（上限 50万円） 
 

募集期限 2026 年 5月 8日（金） 
 
【問合せ】 
市民生活部 やぶぐらし未来協創課  課長：上垣 太志  担当者：岡山 芽以 
電話：079-662-3172 

 



養父市提案型市民協働事業

『テーマ型』提案募集中！

提案について

令和８年度

まずは協働を希望する

市の担当課へご相談ください

事業提案書等の作成

→協働希望担当課へ提出
事業審査会

【お問合せ】

養父市役所市民生活部　やぶぐらし未来協創課

tel：079-662-3172 / mail：yabugurashi@city.yabu.lg.jp

提案にあたっては、本紙裏面および

養父市ホームページをご確認ください。

\\提提案案条条件件//\提案条件/

市民活動団体の先駆性、専門性、柔軟性をいかした公益的な事業の提案するもの。

10万円から最大50万円までのテーマ型事業

令和９年２月28日までに事業を完了すること

事業着手までの流れ

市と

協定書締結
事業着手

提案書提出締切

令和８年５月８日（金）

令和８年５月下旬

予定

令和８年６月１日

以降

☛

養父市では、多くの市民活動団体が参画し活動する活発なまちづくりを推進して

いくため、地域の現状や課題を把握している市民活動団体から事業提案をいただき、

養父市と協働で事業を行うことで地域課題等の効果的・効率的な解決を図るため、

「提案型市民協働事業」を実施しています。みなさんのご提案をお待ちしてます。

養父市では、多くの市民活動団体が参画し活動する活発なまちづくりを推進して

いくため、地域の現状や課題を把握している市民活動団体から事業提案をいただき、

養父市と協働で事業を行うことで地域課題等の効果的・効率的な解決を図るため、

「提案型市民協働事業」を実施しています。みなさんのご提案をお待ちしてます。

提案締切：令和８年５月８日（金）必着提案締切：令和８年５月８日（金）必着

テーマ

趣味を通じた若者の出会い創造事業

 スポーツやペット、音楽など趣味を共通点とした交流イベントを実施。

若者同士が知り合う機会をつくり、若者の定住意識の向上や新たな

出会いの場の創出を目的としたもの。

テーマ

趣味を通じた若者の出会い創造事業

 スポーツやペット、音楽など趣味を共通点とした交流イベントを実施。

若者同士が知り合う機会をつくり、若者の定住意識の向上や新たな

出会いの場の創出を目的としたもの。

 ・イベントには男女がそれぞれ５名以上参加すること。

 ・参加対象年齢はおおむね35歳までとすること。

 ・単発のイベントのみとならないよう工夫すること。

 ・市指定のKPI達成を目指すこと。

 ・その他、提案書の作成にあたっては事前に市担当課へ相談すること。



事業期間は単年度とし、令和９年２月28日までに
完了するものとする。

提案書提出締切

令和８年５月８日（金）

対象経費

対象経費は、実施する事業に直接要する経費とする。
〇賃金（対象経費の1/2まで。県の最低賃金相当額）
〇報償費（講師または専門的技能協力者に対する謝金）
〇旅費（養父市の条例で規定する旅費を限度とする。）
〇消耗品費（印刷消耗品を含む。）
〇燃料費（機材または車両の燃料代）
〇食糧費（事業参加者１人につき200円までの飲料等）
〇印刷製本費（チラシまたはポスター等の印刷費）
〇広報費　〇通信運搬費　〇手数料　〇保険料
〇委託料（対象経費の1/3まで。）
〇使用料および賃借料 〇原材料費 〇その他経費

提案できる団体

営利を目的としない、社会貢献的活動等を提案するボランティア団体、NPO法人、区、地域自治組織、
企業等で、おおむね５人以上で構成され、市内で活動する団体

応募の対象となる事業

〇「養父市まちづくり計画」に沿ったもの
〇公益的・社会貢献的な事業で、提案団体と市が
　協働することで地域や社会的な課題の解決が
　図られるもの
〇具体的な効果や成果が期待でき、市民サービスの
　向上が図られるもの
〇役割分担が明確であり、協働することでより効果
　が期待できるもの
〇先駆性、専門性、柔軟性等のある新たな取り組み
　であるもの
〇事業計画、予算等が適正であるもの

事業の期間

事業の規模

①協働事業の規模は、事業費が10万円以上のものとする。
②市は協働事業の実施にあたり、予算の範囲内で経費を負担する。ただし、１事業あたり50万円を上限　　　
　とする。

対象とならない事業

○営利、政治、宗教、選挙活動を目的とするもの
○特定の個人・団体のみが利益を受けるもの
○施設等の建設又は整備を目的とするもの
○政策の提案、学術的な研究に関するもの
〇単なる補助金の獲得を目的としたもの など
※行政への一方的な要望や団体への支援といったものも、
　この提案事業にはなじみません。

スケジュール
�１　応募期間（５月８日まで）
 ２　書類審査、プレゼンテーション
 ３　採択団体の決定（５月下旬）
 ４　協定書の締結（６月以降）
 ５　事業実施（協定書締結以降）
 ６　中間報告
 ７　実施報告会

対象とならない経費

○事業に直接関わらないスタッフに対する給与、
　賃金
○スタッフ等の食事・弁当代
〇団体の構成員に対する謝礼
○家賃（敷金、礼金等を含む）
〇備品（数年にわたり使用可能なもの）
○事務所の貸借料・購入費、光熱水費など団体の
　経常的な活動に関する経費
○支出の根拠が確認できない経費等 など

募集要領（一部抜粋）

同一団体からの継続した提案は

原則最大３年間とします。
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